
 

 

   

 

令和６年度税制改正の大綱が令和５年 12月 22日に閣議決定され、この大綱に沿った国税の改正法案

が成立し、施行された場合には、給与支払者の方が令和６年６月１日以降最初に支払う給与等の源泉徴収

を行う際から定額減税を実施することになります。 

つきましては、給与支払者の方が行う定額減税のしかたについて、説明会を次のとおり行います。 

開 催 日 時 間 会   場 定員 予約締切 

３月 27 日（水） 13：30～15：00 プリズムホール ４階会議室１ 70人 ３月21日 

３月 28 日（木） 13：30～15：00 まつばらテラス(輝)３階多目的ホール 70人 ３月22日 

３月 29 日（金） 10：00～11：30 柏原市役所 ４階大会議室 60人 ３月25日 

４月 22 日（月） 13：30～15：00 柏原市役所 ４階大会議室 60人 ４月16日 

４月 24 日（水） 13：30～15：00 まつばらテラス(輝)３階多目的ホール 70人 ４月18日 

４月 26 日（金） 13：30～15：00 八尾市役所 ６階大会議室 50人 4月 22日 

５月 13 日（月） 13：30～15：00 八尾市役所 ６階大会議室 50人 5月７日 

５月 15 日（水） 13：30～15：00 柏原市役所 ４階大会議室 60人 5月 9日 

５月 16 日（木） 13：30～15：00 まつばらテラス(輝)３階多目的ホール 70人 5月 10日 

（注）各会場へは、公共交通機関でお越しください 

プリズムホール 
（八尾市文化会館） 

八尾市光町２丁目 40（近鉄八尾駅から徒歩５分） 

八尾市役所 八尾市本町１丁目１－１（近鉄八尾駅から徒歩７分、ＪＲ八尾駅から徒歩 16分） 

まつばらテラス（輝） 
松原市田井城３丁目 104-２（近鉄南大阪線 高見ノ里駅から徒歩７分、同 河内松原駅
から徒歩 10分） 

柏原市役所 
柏原市安堂町１－55（近鉄大阪線 安堂駅から徒歩５分、近鉄道明寺線 柏原南口駅
から徒歩７分、ＪＲ柏原駅から徒歩 17分） 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

所得税・個人住民税の定額減税に関する説明会のお知らせ 

（給与支払者の方向け） 

八尾税務署・八尾市・松原市・柏原市・公益社団法人八尾納税協会 

《予約方法》 説明会は、予約制で実施しますので、次の①又は②の方法でご予約ください。 

① ＬＩＮＥアプリによるオンライン予約（３月１日から対応予定） 

STEP1  LINE アプリから「国税庁 LINE 公式アカウント」を友だち追加 

STEP2 「トーク」画面から「申告相談又は説明会出席の申込」を選択 

STEP3 「定額減税の説明会に申し込む」を選択 

STEP4 予約したい説明会を選択し、所定の事項を入力して申し込む。 

 

② 電話で予約 

  下記問合せ先にて、お電話でも予約を受け付けております。（２月 20日受付開始） 
  

○ 国税庁ホームページの「定額減税特設サイト」では、定額減税のしかたやＱ＆Ａなどの 

詳しい情報を掲載していますので、ぜひご覧ください。 
 

【問合せ先】八尾税務署 法人課税第１部門 電話 072-992-1251（音声案内に従って 2 番を選択してください。） 

要予約 

特設サイト 

（※ この案内は、税制改正法案成立前に作成しています。） 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   ※ 個人住民税につきましては、別途、特別徴収額を調整する方法で減税が行われることになっています。 

 

この資料は、国税庁ホームページに掲載されている、「給与等の源泉徴収事務に係る令和６年分所得税の

定額減税のしかた」から抜粋して作成しています。詳細な手順等につきましては、定額減税特設サイトを

ご覧ください。 

令和６年分所得税の定額減税の概要（給与所得分） 
（令和６年度税制改正の大綱ベースで作成しています） 


